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Ⅱ．そ族・害虫駆除業務 

 

本作業は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、防虫・防鼠作業を実施する。 

 

１．業務対象 

  文化ホール    ベルヒル文化棟全館 

 

２．業務内容 

（１）殺虫、防虫 

Ａ．調 査 対象範囲全館にわたり害虫の発生状況調査 

Ｂ．害虫駆除 

（油虫、ダニ、蚊など） 

殺虫を施行する前に、業務に支障のないよう、計画表に計画し実施する。 

殺虫は、主として噴霧式を用い、または煙霧式、塗布式を併用して行う。 

Ｃ．定期管理 
年間１２回の点検と年間２回殺虫を施行する。 

なお害虫が発生した場合は、直ちに駆除を行う。 

Ｄ．使用薬剤 厚生省認許の人畜無害の薬剤を使用する。 

（２）殺鼠、防鼠 

Ａ．下見調査 

・建物の構造、環境状態、下水道の調査 

・鼠害状況および鼠の種類、推定通路、餌場、営巣状況を詳細に調査 

・防鼠施行上調査その他留意点の検討 

Ｂ．環境整備 

・原材料の保管，食物の残飯などの処理方，食料の管理にご協力願う。 

・鼠出入口の閉鎖を施行する。 

・巣の排除と清掃を実施する。 

Ｃ．防鼠施行 

・忌避剤を散布して，外部からの侵入を防ぐ。 

・用途により塗料、乳剤などを塗布または散布する。 

・鼠の生活活動範囲を制限するため乳剤Ｓ、粉剤Ｓなどを通路に散布する。 

Ｄ．殺鼠施行 殺鼠剤を用いて行う。また、捕鼠器を用いる場合もある。 

Ｅ．定期管理 
年間２回の点検定期巡回を行い、毒餌の配置、外部からの侵入防止を行なう。 

年間１２回の点検を行い、死鼠の回収などを行う。 

Ｆ．その他 定期外に鼠の横行または被害を蒙った場合は，臨時に作業を行う。 

 

 

－ 以 上 － 

 


